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当行の新株予約権等に関する事項
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
(社外役員を除く)

（1）新株予約権の割当日
2012年７月31日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 6,580株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2012年８月１日～2042年７月31日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

２名

（1）新株予約権の割当日
2013年７月30日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 6,550株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2013年７月31日～2043年７月30日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

２名

（1）新株予約権の割当日
2014年７月31日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 5,670株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2014年８月１日～2044年７月31日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

２名

（1）新株予約権の割当日
2015年７月30日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 4,290株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2015年７月31日～2045年７月30日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

２名
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
(社外役員を除く)

（1）新株予約権の割当日
2016年７月27日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 9,120株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2016年７月28日～2046年７月27日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

４名

（1）新株予約権の割当日
2017年７月26日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 9,090株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2017年７月27日～2047年７月26日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

５名

（1）新株予約権の割当日
2018年７月27日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 13,760株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2018年７月28日～2048年７月27日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

６名

（1）新株予約権の割当日
2019年７月24日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 24,240株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2019年７月25日～2049年７月24日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

７名
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
(社外役員を除く)

（1）新株予約権の割当日
2020年７月30日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 39,950株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2020年７月31日～2050年７月30日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

９名

（1）新株予約権の割当日
2021年７月30日

（2）目的となる株式の種類及び数
普通株式 33,790株

（3）権利行使価格（１株当たり）
１円

（4）新株予約権の行使期間
2021年７月31日～2051年７月30日

（5）権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行
使することができる。

９名

（注）1. 当初決議した株式数及び人数から権利行使済みの株式数及び人数を控除してお
ります。

2. 2017年10月１日付で行った株式併合により、「目的となる株式の種類及び数」
は調整されております。

（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
該当ありません。
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財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当ありません。

業務の適正を確保するための体制および運用状況
○業務の適正を確保するための体制

当行取締役会は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するた
めの体制」について、2006年５月22日付で、以下に掲げる「内部統制システム整備
に関する基本方針」を決議し、その後必要に応じて都度改定をいたしております。

（1）当行取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
法令等の遵守に係る「法令遵守の基本方針」・「法令遵守の遵守基準」・「コンプライ

アンス・マニュアル」等を制定し、全役職員が法令・定款および内規を遵守した行動
をとるための行動規範を定め、法令・定款に違反する行為を未然に防止するよう努め
る。
また、コンプライアンスの確立・浸透・定着を目的に、頭取を委員長とする「コン

プライアンス委員会」を設置するとともに、経営管理部を担当部署としコンプライア
ンスに関する指導、教育等の実務を担わせる。
さらに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とし

た態度で断固として対決し、関係遮断及び被害の防止のための体制整備に努める。
（2）当行取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に関する情報については、「取締役会規程」・「常務会規程」・「経
営会議規定」・「文書管理要領」その他規定に基づき保存・管理する。

（3）当行の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
「リスク管理方針」・「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリー毎の責任部署を
定めるとともに統合管理部署を経営管理部と定め、リスクを網羅的・総括的に管理す
る。
また、リスク管理状況については、経営管理部が定期的（四半期ごと）に取締役会

に報告する体制とし、取締役会は問題点の把握と改善に努める。
（4）当行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中期経営計画、営業方針その他全行的な目標を定め、各部門が実施すべき目標や施
策を明確にするとともに、「職務および権限規程」に基づいた職務分担・権限・執行
方法を定め、また、取締役会等において定期的にその結果を把握し、改善を促すこと
により目標達成の確度を高め、業務の効率化を実現する。

（5）当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は健全且つ円滑なグループ経営の実現・維持を目的として「関連会社管理規

程」を制定する。
当行のグループ会社に対しては、契約に基づく当行監査部による監査および当行よ

り派遣するグループ会社の監査役による監査を実施するとともに、当行の監査役会に
よる往査を実施する。
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また、「関連会社代表者会」、「関連会社ヒアリング」等を通じて、各社の業績、要
望・課題、内部統制システムの整備状況その他について把握すると共に、緊密な連携
を図る。
これらの取組みにより、「グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行

への報告に関する体制」、「グループ会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体
制」、「グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制」、「グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制」について、当行グループとしての適正性を確保する。

（6）財務報告の適正性を確保するための体制
当行グループの財務報告の適正性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る

内部統制を整備し、適切に運用する。
（7）当行監査役の職務を補助すべき使用人を置くこと及びその使用人の取締役からの独
立性並びに当該監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役室を設置し専任のスタッフを配置

する。当該専任スタッフは、監査役（会）の指示に基づき調査、情報収集を行いその
結果を報告する等の監査業務の補助を行う。
また、当該専任スタッフの取締役からの独立性を確保するため、その人事異動・人

事評価等については、事前に監査役会に意見を求め、これを尊重することとする。
（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制
① 当行及びグループ会社の取締役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当
行監査役に報告・通報をするための体制
当行取締役は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重要な事項に

ついて、監査役へ報告することとする。また、当行及びグループ会社の法令等違反
行為や不正行為等につき、当行を含め各グループ会社制定の「倫理ホットライン取
扱規定」に基づき、当行グループの役職員から当行が設置する内部通報窓口（経営
管理部、常勤監査役、行外受付窓口）に対し報告または通報を行う体制とし、報
告・通報を受けた内部通報窓口は、当該事実を監査役に報告することとする。
さらに、監査役が、取締役会・常務会その他重要な会議に出席するなど、常に当

行の経営に係る重要な情報を把握できる体制とする。
② 報告・通報した者が当該報告・通報をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
当行及びグループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」では、当該報告・通

報したことを理由として報告・通報者に対し、解雇・懲戒処分・降格・減給等不利
益な処遇をしてはならないことを定め、報告・通報者の保護を図る体制とする。

（9）当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、監査役（会）が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専

門家に対して助言を求めたり、調査・鑑定等を委託した場合の所要の費用について
は、当行が速やかに支払う。
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（10）その他当行監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役及び内部監査部門は、監査役会とそれぞれ定期的に意見を交換する。ま

た、取締役及び使用人は監査役会から報告を求められた事項について報告する。
さらに、経営の重要な会議には監査役の出席を認め、「動態的監査機能」を強化す

る。

○業務の適正を確保するための体制の運用状況
当行は、上記の「内部統制システム整備に関する基本方針」に沿って体制を整備

し、適切に運用いたしております。
当事業年度における、「業務の適正を確保するための体制」の運用状況のうち主な

ものは、次のとおりです。

取締役の職務執行の効率性確保体制については、取締役会は法令等に従い、経営に
関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、頭取、会長、
専務取締役及び常務取締役により構成される「常務会」において、取締役会より委任
を受けた銀行の常務に関する事項の審議・決定を行っております。加えて、独立社外
役員である社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し経営を監督す
るほか、「独立社外役員会議」を開催し、独立した立場から意見・助言を行うため、
相互に情報交換等を行っております。

損失危険管理体制については、取締役会において「リスク管理方針」、「リスク管理
規程」を定め、リスク管理への認識を高めるため、全役職員に周知を図っておりま
す。また、取締役会はリスクカテゴリー毎のリスク管理状況について、所管部署及び
統合管理部署からの報告に基づき、問題点の把握と改善策の議論等を行っておりま
す。さらに、定期的に経営会議を開催し、リスク管理状況について、所管部署からの
報告を受け、問題点を把握し改善策を協議しています。
内部監査部門である監査部は、リスク管理方針の遵守状況、リスク管理態勢の整備

状況、リスク管理プロセスの運用状況等について、監査を行い、必要に応じて管理・
運用についての改善を要請し、加えて改善策への実施状況の監視を行っております。

法令等遵守体制については、取締役会は、コンプライアンス統括部署からの報告に
基づき、「コンプライアンス・プログラム」の進捗管理を行うことで、法令遵守に関
する問題点の把握と改善策を協議しています。さらに定期的に「コンプライアンス委
員会」を開催し、法令等遵守に関する協議・報告を行っているほか、問題事例が発生
した場合には、問題事例の原因分析・再発防止策の協議を行っております。また、
「コンプライアンスニュース」や「トラブルシューティング・ニュース」等により事
例や注意事項等を発信しているほか、全役職員に「法令遵守の栞」を配布し読み合わ
せを実施するなど全行員の法令等遵守に対する認識を高めるようにいたしておりま
す。
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企業集団内部統制について、健全且つ円滑なグループ経営の堅持と統合的なグルー
プ経営の実現のため、「関連会社管理規程」を制定いたしております。また、当行が
中心となり「関連会社ヒアリング」を年２回実施し、事業方針、業績、収益向上策、
リスク管理に関する事項その他についてヒアリングを行い、各社の課題に対する認識
を醸成し、課題解決に向けた具体策の指導等を行っております。なお、当行監査部
は、毎年グループ会社各社に対して監査を実施し改善事項等について提起すること
で、牽制機能を働かせております。

反社会的勢力への対応について、取締役会にて定めた「反社会的勢力への対応に関
する基本方針」に沿って、「反社会的勢力情報管理規定」のほか関連諸規定を整備し
ています。具体的には、各種契約書・約款等に暴力団排除条項を設ける他、反社情報
の照会システムを構築する等、反社会的勢力との取引遮断に向けた取組みを行ってお
ります。また、取締役会は反社会的勢力への対応状況について、所管部署からの報告
等により状況把握を行っております。

特定完全子会社に関する事項
該当ありません。

親会社等との間の取引に関する事項
該当ありません。

その他
該当ありません。
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第93期（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計
当期首残高 16,062 11,374 11,374
会計方針の変更による
累積的影響額
会計方針の変更を
反映した当期首残高 16,062 11,374 11,374

当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
別途積立金の積立
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ―
当期末残高 16,062 11,374 11,374

（単位：百万円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合 計利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計別途積立金 固定資産圧縮積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 14,926 56,800 254 6,239 78,220 △969 104,688
会計方針の変更による
累積的影響額 △7 △7 △7

会計方針の変更を
反映した当期首残高 14,926 56,800 254 6,232 78,213 △969 104,680

当期変動額
剰余金の配当 △1,174 △1,174 △1,174
当期純利益 4,040 4,040 4,040
自己株式の取得 △9 △9
別途積立金の積立 2,000 △2,000 ― ―
土地再評価差額金の取崩 154 154 154
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― 2,000 ― 1,020 3,020 △9 3,011
当期末残高 14,926 58,800 254 7,252 81,233 △978 107,692
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（単位：百万円）
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 17,062 6,422 23,484 206 128,379
会計方針の変更による
累積的影響額 △7

会計方針の変更を
反映した当期首残高 17,062 6,422 23,484 206 128,372

当期変動額
剰余金の配当 △1,174
当期純利益 4,040
自己株式の取得 △9
別途積立金の積立 ―
土地再評価差額金の取崩 154
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △12,797 △154 △12,952 44 △12,907

当期変動額合計 △12,797 △154 △12,952 44 △9,896
当期末残高 4,264 6,267 10,532 250 118,475
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第93期（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当期首残高 16,062 13,327 73,492 △969 101,911
会計方針の変更による
累積的影響額 △7 △7

会計方針の変更を
反映した当期首残高 16,062 13,327 73,484 △969 101,904

当期変動額
剰余金の配当 △1,174 △1,174
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,076 4,076

自己株式の取得 △9 △9
土地再評価差額金の取崩 154 154
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 3,056 △9 3,047
当期末残高 16,062 13,327 76,541 △978 104,951

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 17,062 6,422 808 24,293 206 126,412
会計方針の変更による
累積的影響額 △7

会計方針の変更を
反映した当期首残高 17,062 6,422 808 24,293 206 126,404

当期変動額
剰余金の配当 △1,174
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,076

自己株式の取得 △9
土地再評価差額金の取崩 154
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △12,798 △154 △757 △13,710 44 △13,665

当期変動額合計 △12,798 △154 △757 △13,710 44 △10,618
当期末残高 4,264 6,267 51 10,583 250 115,786
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【個別注記表】
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
1．商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）によ

り行っております。
2．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法
（定額法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価
証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場
価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

おります。
（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用
されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物
附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物
については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３年～60年
その他 ２年～20年

（2）無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており
ます。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する
実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2020年10月８
日）に規定する正常先債権及び要注意先債権（要管理債権、その他の要注意先債
権）に相当する債権については、主として正常先債権及びその他の要注意先債権は
今後１年間の予想損失額、要管理先債権は今後３年間の予想損失額を見込んで計上
しており、予想損失額は、それぞれ１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒
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実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み
等必要な修正を加えて算出しております。破綻懸念先債権に相当する債権について
は、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額（未保全額）のうち必要と認める額を計上しております。具体的には、その
未保全額が一定額以上の破綻懸念先債権については、債務者の状況を総合的に判断
してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積もり、未保全額から当該キャッシ
ュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）
により算出しており、その他の破綻懸念先債権は３年間の貸倒実績を基礎とした貸
倒実績率の過去の一定期間における平均値を未保全額に乗じて算出しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産

査定部署が資産査定を実施しております。
（2）賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

（3）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職
給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計
算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過 去 勤 務 費 用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５

年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌事業年度から損益処理

（4）睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払

戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める
額を計上しております。

7．収益の計上方法
代理業務の返金可能性がある手数料に係る収益の計上基準
手数料受取時に売上高を計上する方法によっておりますが、返金可能性がある手

数料については、契約負債を計上しております。
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8．ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業に
おける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計
士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実務
指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評
価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出
金とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の（残存）期間毎にグルーピングの
うえ特定し評価しております。
なお、ヘッジ対象である貸出金のキャッシュ・フローの固定化を行うために用い

た金利スワップであり、繰延ヘッジ・特例処理を適用しております。このヘッジに
「LIBORを参照とする金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号
2022年３月17日）を適用しております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰
延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ
取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ
手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、

事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券につ
いて外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッ
ジとして時価ヘッジを適用しております。

9．関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託（上場投資信託を除く。）の解約・償還に伴う差損益については、投資信

託全体で集計し、期中収益分配金等含めた全体で益の場合は「有価証券利息配当金」
に計上し、損の場合は「その他業務費用」の国債等債券償還損に計上しております。
当事業年度は、投資信託（上場投資信託を除く。）の期中収益分配金が全体で益と

なるため、「有価証券利息配当金」に256百万円を計上しております。

会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益
認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することといたしました。これにより、代理業務の返金可能性がある手数
料について、当事業年度より契約負債を計上しております。
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収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める
経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し
た場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から
新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動

計算書の利益剰余金の期首残高が７百万円減少しております。
当事業年度の１株当たり純資産額は57銭減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時
価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19
項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、
将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の計算書類に与える影
響はありません。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、

翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
貸倒引当金
1．当事業年度に係る計算書類に計上した額
貸倒引当金 15,509百万円

2．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（1）算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「6.引当金の計上基準」「（1）
貸倒引当金」に記載しております。

（2）主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及

び「キャッシュ・フロー控除法におけるキャッシュ・フローの見積り」であ
ります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務
者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。また、「キャッシュ・
フロー控除法におけるキャッシュ・フローの見積り」は、各債務者の支払能
力を個別に評価し、設定しております。

（3）翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場

合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす
可能性があります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
1．関係会社の株式及び出資金総額 8,354百万円
2．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとお
りであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還
及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行
が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外
国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上
されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券
（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 10,332百万円
危険債権額 23,254百万円
三月以上延滞債権額 ―百万円
貸出条件緩和債権額 11,132百万円
合計額 44,718百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手

続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれら
に準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成

績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高
い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延

している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しない
ものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取
決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以
上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（表示方法の変更）
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３
号）が2022年３月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の
区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等
に合わせて表示しております。
3．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりま
す。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という
方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、4,236百万円で
あります。

― 15 ―

2022年05月24日 15時48分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



4．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券 103,172百万円
貸出金 96,180百万円
担保資産に対応する債務
預金 4,889百万円
債券貸借取引受入担保金 48,363百万円
借用金 147,200百万円
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、有価証券45,402百

万円、貸出金48,538百万円及びその他の資産2,118百万円を差し入れております。
また、その他の資産には、保証金1,060百万円が含まれております。

5．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行
の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限
度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未
実行残高は、596,019百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又
は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が587,341百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未

実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので
はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相
当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に
応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予
め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
与信保全上の措置等を講じております。
6．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用
の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再
評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令

（1998年３月31日公布政令第119
号）第２条第１号に定める地価公示
法に基づいて、（奥行価格補正、時
点修正、近隣売買事例による補正
等）合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合
計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,313百万円
7．有形固定資産の減価償却累計額 24,807百万円
8．有形固定資産の圧縮記帳額 3,566百万円
9．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）に
よる社債に対する当行の保証債務の額は24,479百万円であります。

― 16 ―

2022年05月24日 15時48分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



10．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移
転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

11．関係会社に対する金銭債権総額 8,485百万円
12．関係会社に対する金銭債務総額 5,677百万円

（損益計算書関係）
1．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 38百万円
役務取引等に係る収益総額 10百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 2百万円

2．関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 0百万円
役務取引等に係る費用総額 333百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 620百万円

3．当事業年度において、営業キャッシュ・フローの低下や市場価格の著しい低下によ
り以下の資産について回収可能価額まで減額し、当該減少額228百万円を減損損失と
して特別損失に計上しております。
地域 主な用途 種類 減損損失
佐賀県内 営業店舗９か所 土地・建物・動産 125百万円
福岡県内 営業店舗５か所 土地・建物・動産 103百万円
合計 228百万円
当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額

については不動産鑑定評価基準等に準じて評価した額から処分費用見込額を控除して
算定しております。
資産のグルーピング方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連

携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っ
ておりますが、銀行全体に関連する資産（本部使用資産、社宅、ATMコーナー等）は
共用資産とし、遊休資産については各々独立した単位として取り扱っております。
4．関連当事者との取引は以下のとおりであります。
子会社・子法人等及び関連法人等

属 性 会社等の
名 称

議 決 権 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

関 連
当事者
との関係

取引の
内 容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社 佐銀信用保証
株式会社

所有
直接100.00

ローン等
に係る
保証委託

被保証債務 212,873 ― ―

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
佐銀信用保証株式会社より、当行の各種ローン等に対して保証を受けてお

ります。保証条件については、ローンの商品毎にローン利用者の信用リスク
等を勘案して決定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末 株 式 数 摘 要

自己株式
普通株式 355 6 ― 361 （注）

（注）増加は単元未満株式の買取り６千株によるものであります。

（有価証券関係）
貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「短期社債」「株式」「その他の証券」が含まれ
ております。
1．売買目的有価証券（2022年３月31日現在）
該当ありません。

2．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在）

種 類
貸借対照表
計 上 額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が貸借対照表計上
額を超えるもの

社 債 2,675 2,683 8
そ の 他 10,000 10,468 468
小 計 12,675 13,152 477

時価が貸借対照表計上
額を超えないもの

社 債 915 905 △9
そ の 他 ― ― ―
小 計 915 905 △9

合 計 13,590 14,058 468
3．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等（2022年３月31日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 7,485
関 連 法 人 等 株 式 ―
投資事業組合出資金 868

合 計 8,354
（注）子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等については、市場価格のない株
式等であります。
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4．その他有価証券（2022年３月31日現在）

種 類
貸借対照表
計 上 額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株 式 17,634 8,352 9,281
債 券 173,713 170,276 3,436
国 債 5,388 5,357 30
地 方 債 107,048 104,670 2,377
短期社債 ― ― ―
社 債 61,276 60,248 1,028
その他 67,584 63,042 4,542
小 計 258,932 241,671 17,260

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株 式 5,345 6,834 △1,488
債 券 269,718 273,132 △3,413
国 債 9,679 9,956 △276
地 方 債 154,633 157,087 △2,454
短期社債 9,999 9,999 ―
社 債 95,405 96,088 △682
その他 113,163 119,457 △6,294
小 計 388,228 399,424 △11,195

合 計 647,160 641,095 6,065
（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額
（百万円）

非 上 場 株 式 1,311
非上場外国株式 8
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5．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021年４月１日 至 2022年３
月31日）
該当ありません。

6．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月
31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株 式 482 75 33
債 券 30,711 335 152
国 債 19,167 21 152
地 方 債 11,543 314 ―

そ の 他 70,711 1,762 1,804
合 計 101,904 2,173 1,990

7．保有目的を変更した有価証券
該当ありません。

8．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）

のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原
価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借
対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減
損処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額は、40百万円（全て株式）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりでありま

す。
（1）期末日の時価が取得原価の50％以上下落した銘柄
（2）期末日の時価が取得原価の30％以上50％未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのい

ずれかに該当する銘柄
ア 時価が過去２年間にわたり、常に簿価の70％以下である場合
イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
ウ 株式の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想され
る場合
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（金銭の信託関係）
1．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

当事業年度の損益に
含まれた評価差額
（百万円）

運用目的の金銭の信託 862 ―
2．満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）
該当ありません。

3．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在）
該当ありません。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりで

あります。
金額（百万円）

繰延税金資産
退職給付引当金 3,409
貸倒引当金 4,382
有価証券償却 870
減価償却費 600
その他 935
繰延税金資産小計 10,199
評価性引当額 △4,637
繰延税金資産合計 5,561
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,800
退職給付信託設定益 △676
その他 △124
繰延税金負債合計 △2,601
繰延税金資産の純額 2,960

（１株当たり情報）
1．１株当たりの純資産額 7,047円96銭
2．１株当たりの当期純利益金額 240円84銭
3．潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額 238円82銭
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（重要な後発事象）
当行は、2022年４月１日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ

移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指
針第１号 2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上
の取扱い」（実務対応報告第２号 2007年２月７日）を適用し、確定拠出年金制度への移
行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行います。これによる影響額は、翌事業
年度において、特別利益として計上する予定ですが、金額については現在算定中でありま
す。
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連結計算書類の作成方針

1．連結の範囲に関する事項
（1）連結される子会社及び子法人等 ６社

佐銀リース株式会社
佐銀信用保証株式会社
佐銀コンピュータサービス株式会社
株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティング
佐銀ビジネスサービス株式会社
さぎんコネクト株式会社
（連結の範囲の変更）

さぎんコネクト株式会社の新規設立により、当連結会計年度から連結の範囲
に含めております。

（2）非連結の子会社及び子法人等
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第三号
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第四号
デジタルトランスフォーメーションファンド投資事業有限責任組合第１号
佐銀ブリッジ投資事業有限責任組合
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合

う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合
う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関
する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外して
おります。

2．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。
（2）持分法適用の関連法人等

該当ありません。
（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等

佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第三号
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第四号
デジタルトランスフォーメーションファンド投資事業有限責任組合第１号
佐銀ブリッジ投資事業有限責任組合

（4）持分法非適用の関連法人等
佐賀観光活性化投資事業有限責任組合第１号
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益（持分

に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分
に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を
与えないため、持分法の対象から除いております。

3．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
３月末日 ６社
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【連結注記表】
・記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
・子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第
４条の２に基づいております。

会計方針に関する事項
1．商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により

行っております。
2．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法
（定額法）、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により
算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っ
ております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理してお

ります。
（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用さ
れている有価証券の評価は、時価法により行っております。

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物
（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３年～60年
その他 ２年～20年
連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、法人税法の定める耐用

年数に基づき、主として定率法により償却しております。
（2）無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア
については、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５
年）に基づいて償却しております。

5．貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上してお

ります。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務
指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2020年10月８日）に規
定する正常先債権及び要注意先債権（要管理債権、その他の要注意先債権）に相当する
債権については、主として正常先債権及びその他の要注意先債権は今後１年間の予想損
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失額、要管理先債権は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、それぞれ１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間に
おける平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出して
おります。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込
額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額（未保全額）のうち必要と認める
額を計上しております。具体的には、その未保全額が一定額以上の破綻懸念先債権につ
いては、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積
もり、未保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法
（キャッシュ・フロー控除法）により算出しており、その他の破綻懸念先債権は３年間
の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値を未保全額に乗じ
て算出しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権
額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上し
ております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定

部署が資産査定を実施しております。
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績

率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
（追加情報）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後１年程度続くもの

と想定しております。主に当行グループの貸出金等の信用リスクに一定の影響があると
認識しておりますが、これによる与信費用の増加は、政府や自治体の経済対策や金融機
関による支援等もあり、多額にはならないとの仮定を置いております。当該仮定には不
確実性があり、新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響が変化した場合に
は、損失額が増減する可能性があります。
6．投資損失引当金の計上基準
連結される子会社及び子法人等の投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるた

め、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しておりま
す。
7．賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見

込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
8．役員退職慰労引当金の計上基準
連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払

いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末まで
に発生していると認められる額を計上しております。
9．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請

求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上
しております。
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10．退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理
計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過 去 勤 務 費 用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の
翌連結会計年度から損益処理

なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便
法を適用しております。

11．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しておりま

す。
12．収益及び費用の計上基準
（1）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時（またはリース料を収受すべき時）に売上高と売上原価を計上する
方法によっております。

（2）代理業務の返金可能性がある手数料に係る収益の計上基準
手数料受取時に売上高を計上する方法によっておりますが、返金可能性がある手数

料については、契約負債を計上しております。
13．重要なヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行
業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実
務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評
価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金
とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ
特定し評価しております。
なお、ヘッジ対象である貸出金のキャッシュ・フローの固定化を行うために用いた

金利スワップであり、繰延ヘッジ・特例処理を適用しております。このヘッジに
「LIBORを参照とする金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号
2022年３月17日）を適用しております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法

は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する
繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取
引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段
の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価
しております。
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また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘ
ッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベ
ースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価
ヘッジを適用しております。
連結される子会社及び子法人等においては、上記(1)及び(2)について、ヘッジ会計

を行っておりません。
14．関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

投資信託（上場投資信託を除く。）の解約・償還に伴う差損益については、投資信託
全体で集計し、期中収益分配金等含めた全体で益の場合は「有価証券利息配当金」に計
上し、損の場合は「その他業務費用」の国債等債券償還損に計上しております。
当連結会計年度は、投資信託（上場投資信託を除く。）の期中収益分配金が全体で益

となるため、「有価証券利息配当金」に256百万円を計上しております。

会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認
識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービス
の支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することといたしました。これにより、代理業務の返金可能性がある手数料
について、当連結会計年度より契約負債を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し
た場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高か
ら新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本

等変動計算書の利益剰余金の期首残高が７百万円減少しております。
当連結会計年度の１株当たり純資産額は57銭減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価
算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19
項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将
来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書類に与える影響はありませ
ん。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であ

って、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次
のとおりです。
貸倒引当金
1．当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金 17,231百万円

― 27 ―

2022年05月24日 15時48分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



2．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（1）算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「5.貸倒引当金の計上基準」
に記載しております。

（2）主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及び

「キャッシュ・フローの見積り」であります。「債務者区分の判定における貸出先の
将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しておりま
す。また、「キャッシュ・フロー控除法におけるキャッシュ・フローの見積り」は、
各債務者の支払能力を個別に評価し、設定しております。

（3）翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、

翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能
性があります。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
1．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く）

868百万円
2．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとお
りであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の
償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の
発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出
金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定
に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有
価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 10,567百万円
危険債権額 23,281百万円
三月以上延滞債権額 ―百万円
貸出条件緩和債権額 11,159百万円
合計額 45,008百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手

続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれら
に準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成

績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高
い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延

している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しない
ものであります。
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貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取
決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以
上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（表示方法の変更）
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３
号）が2022年３月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の
区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等
に合わせて表示しております。
3．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりま
す。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という
方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、4,236百万円で
あります。
4．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券 103,172百万円
貸出金 96,180百万円
リース投資資産 2,009百万円
担保資産に対応する債務
預金 4,889百万円
債券貸借取引受入担保金 48,363百万円
借用金 148,310百万円
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、有価証券45,402百

万円、貸出金48,538百万円及びその他資産2,118百万円を差し入れております。
また、その他資産には、保証金1,068百万円が含まれております。

5．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行
の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限
度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未
実行残高は、592,699百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又
は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が584,021百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未

実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャ
ッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される
子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする
ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不
動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めて
いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
与信保全上の措置等を講じております。
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6．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の
事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令

（1998年３月31日公布政令第119
号）第２条第１号に定める地価公示
法に基づいて、（奥行価格補正、時
点修正、近隣売買事例による補正
等）合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価
の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,313百万円
7．有形固定資産の減価償却累計額 25,116百万円
8．有形固定資産の圧縮記帳額 3,566百万円
9．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）に
よる社債に対する保証債務の額は24,479百万円であります。

（連結損益計算書関係）
当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの低下や市場価格の著しい低下によ

り以下の資産について回収可能価額まで減額し、当該減少額228百万円を減損損失として
特別損失に計上しております。
地 域 主な用途 種 類 減損損失
佐賀県内 営業店舗９か所 土地・建物・動産 125 百万円
福岡県内 営業店舗５か所 土地・建物・動産 103 百万円
合計 228 百万円
当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額につ

いては不動産鑑定評価基準等に準じて評価した額から処分費用見込額を控除して算定して
おります。
資産のグルーピング方法は、当行では管理会計上の最小区分である営業店単位（ただ

し、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行
っておりますが、銀行全体に関連する資産（本部使用資産、社宅、ATMコーナー等）は共
用資産とし、遊休資産については各々独立した単位として取り扱っております。また、連
結される子会社及び子法人等では各社をグルーピングの単位として取り扱っております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 17,135 ― ― 17,135

自己株式
普通株式 355 6 ― 361 （注）

（注）増加は単元未満株式の買取り６千株によるものであります。
2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権
の内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
(百万円)

摘要当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

当行
ストック・
オプション
としての新
株予約権

― 250

合計 ― 250

3．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会 普通株式 587百万円 35.00円 2021年

３月31日
2021年
６月30日

2021年11月11日
取締役会 普通株式 587百万円 35.00円 2021年

９月30日
2021年
12月３日

合計 1,174百万円

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年
度の末日後となるもの

（決議） 株式の
種類

配当金の
総額

配当の
原資

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会 普通株式 587百万円 利 益

剰余金 35.00円 2022年
３月31日

2022年
６月30日
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当行グループは、預金等で資金を調達し、貸出金や有価証券等で運用するという
銀行業務を主として営んでおります。預金、貸出金や有価証券等の金融資産・金融
負債は、金利リスク・価格変動リスク等を有しており、これらのリスクを適切にコ
ントロールし安定的な収益を計上するため、当行では、資産及び負債の総合的管理
（ALM）を行い、その一環として、デリバティブ取引を行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として国内の事業会社、地方公共団体及

び個人に対する貸出金であり、取引先の契約不履行による信用リスクに晒されてお
ります。当行では融資の規範であるクレジットポリシーに業種毎の与信限度シェア
を定めており、特定業種への与信集中はありません。
有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び組合出資金であり、満期保有目的、

純投資目的及び事業推進目的で保有しているほか、一部は売買目的で保有しており
ます。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利リスク、価格変動リスクに
晒されております。
借入金及びコールマネーは、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できな

くなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒され
ております。
デリバティブ取引にはALMの一環で行っている金利スワップ取引があります。当

行では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金に関わる
金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらのヘッジ開始時
から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・
フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価
しております。
また、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である長期貸出金に金

利スワップの特例処理を行っております。一部ヘッジ会計の要件を満たしていない
取引は、為替及び金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当行グループは、当行の信用リスクに関する管理諸規程に従い、「債務者信用
格付制度」、「自己査定」などの個別のリスク管理に加え、統計的手法によって、
今後１年間の損失額を計量的に把握する「信用リスク計量化」に取り組んでいる
他、与信限度額の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運
営しております。これらの与信管理は、与信関連部署より定期的に経営陣に対し
大口取引先への与信状況やポートフォリオ全体のリスク量等の報告を行っており
ます。
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② 市場リスクの管理
(ⅰ)金利リスクの管理
当行グループは、ALMによって金利リスクを管理しております。「市場リス

ク管理規程」など市場リスク管理に関する諸規定において、リスク管理方法や
手続等の詳細を規定しており、リスク限度額をALM会議で協議の上、常務会で
決定しております。所管部はALM会議において実施状況の把握・確認、今後の
対応等の協議を行っております。日常的にはALM担当部において金融資産及び
負債について、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、
毎月ALM会議で報告しております。なお、ALMにより金利リスクをヘッジする
ための金利スワップ等のデリバティブ取引も行っております。
(ⅱ)為替リスクの管理
当行グループは、為替の変動リスクに関して、当行全体の為替ポジションを

把握した上で管理を行い、必要に応じて通貨スワップ等を利用しております。
(ⅲ)価格変動リスクの管理
株式等の保有については、ALM会議の方針に基づき、ALM会議で協議の上、

常務会で決定したリスク限度額の枠内で行っております。このうち、純投資目
的については、事前審査、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの
軽減を図っており、業務・資本提携を含む事業推進目的で保有しているものに
ついては、取引先の事業環境や財務状況などをモニタリングの上、リスク・リ
ターン評価などを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しも検証し保有
の可否を判断しております。
(ⅳ)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理

に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制体制のもとで実施しております。
(ⅴ)市場リスクに係る定量的情報
(ア)トレーディング目的の金融商品
当行グループでは、トレーディング目的として保有している「金融商品」

のバリュー・アット・リスク（以下「VaR」という）の算定にあたっては、
分散共分散法（保有期間：10日間、信頼区間99％、観測期間１年）を採用
しております。
2022年３月31日（当期の連結決算日）現在で当行グループのトレーディ

ング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で０百万円です。
(イ)トレーディング目的以外の金融商品
当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受け

る主たる金融商品は、「貸出金」、「有価証券のうちその他有価証券及び満期
保有目的の債券に分類される債券」、「預金」、「借用金」、「デリバティブ取引
のうちの金利スワップ取引、債券先物取引、債券店頭オプション取引等」で
す。これらの金融資産及び金融負債に関するVaRの算定にあたっては、分散
共分散法（円貨：保有期間60日、信頼区間99％、観測期間５年／円貨のう
ち債券店頭オプション取引：保有期間・満期までの日数、信頼区間99％、観
測期間１年／外貨：保有期間20日、信頼区間99％、観測期間１年）を採用

― 33 ―

2022年05月24日 15時48分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



しております。
また、価格変動リスクの影響を受ける株式等に関するVaRの算定にあたっ

ては、分散共分散法（政策投資：保有期間125日、信頼区間99％、観測期間
５年／純投資・投資信託・特定金銭信託：保有期間20日、信頼区間99％、
観測期間１年）を採用しております。
2022年３月31日（当期の連結決算日）現在で当行グループのトレーディ

ング業務以外の市場リスク量は、全体で11,692百万円です。なお、当行で
は内部管理上、政策投資株式VaRについては、VaRから評価損益を差し引い
た計数をリスク量として使用しており、政策株式の評価益が政策投資株式
VaRを上回っているため、政策投資株式のリスク量はゼロとなっております。
なお、計測されたVaRの値については、バックテストによる検証を定期的

に実施しております。バックテスティング（保有期間１日VaR及び保有期間
VaR、信頼区間99％）の結果、使用するリスク計測モデルは十分な精度によ
り市場リスクを捕捉しているものと考えておりますが、VaRは過去の相場変
動をベースとして統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測
しているため、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけ
るリスクは捕捉できない場合があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当行グループは、ALMを通して、適時にグループ全体の資金管理を行うほか、

預金、貸出金の満期ミスマッチ管理、流動性を考慮した有価証券及び短期金融市
場での運用などによって、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。また、「2．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ
取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
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2．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めて
おりません（（注１）参照）。また、現金預け金、外国為替（資産・負債）、コールマ
ネー及び売渡手形並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似することから、及び重要性が乏しい科目については、注記を省略して
おります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

（1）買入金銭債権（*１） 2,153 2,153 ―
（2）有価証券 （*１）

満期保有目的の債券 13,590 14,058 468
その他有価証券 647,163 647,163 ―

（3）貸出金 2,146,060
貸倒引当金（*１） △15,232

2,130,828 2,162,305 31,476
（4）リース債権及びリース投資資産 15,120

貸倒引当金（*１） △31
15,089 14,964 △24

資産計 2,808,824 2,840,645 31,821
（1）預金 2,787,624 2,787,659 35
（2）譲渡性預金 8,711 8,711 0
（3）借用金 154,154 154,154 △0
負債計 2,950,490 2,950,525 35
デリバティブ取引（*２）
ヘッジ会計が適用されていないもの （2,771） （2,771） ―
ヘッジ会計が適用されているもの － （277） △277

デリバティブ取引計 （2,771） （3,049） △277
（*１）貸出金及びリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別

貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権に対する貸倒引当金及び有
価証券に対する投資損失引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照
表計上額から直接減額しております。

（*２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しておりま
す。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合

計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。
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（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであ
り、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（*１）（*２） 1,318
非上場外国株式（*１）（*２） 8
組合出資金（*３） 877
（*１）非上場株式及び非上場外国株式については、「金融商品の時価等の開示に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づ
き、時価開示の対象とはしておりません。

（*２）当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
（*３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象と
はしておりません。

（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

買入金銭債権 2,164 ― ― ― ― ―
有価証券
満期保有目的の債券 1,008 2,182 400 ― ― 10,000
その他有価証券のうち
満期があるもの 61,345 115,765 92,933 57,874 92,907 158,928

貸出金 （*） 764,590 329,326 252,286 158,654 180,114 413,991
リース債権及びリース投資資産 4,645 6,951 3,174 349 ― ―

合 計 833,753 454,226 348,794 216,877 273,022 582,920

（*）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定が
見込めない5,850百万円、期間の定めのないもの41,245百万円は含めておりませ
ん。

（注３）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預金 （*） 2,633,724 147,350 6,549 ― ― ―
譲渡性預金 8,711 ― ― ― ― ―
借用金 149,947 3,323 884 ― ― ―

合 計 2,792,382 150,674 7,433 ― ― ―

（*）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する
相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。
（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
その他有価証券
国債・地方債等 15,067 261,681 ― 276,749
社債 ― 170,744 22,951 193,695
住宅ローン担保証券 ― 84,490 ― 84,490
株式 22,983 ― ― 22,983
その他 ― 666 ― 666

デリバティブ取引
通貨関連 ― 1,277 ― 1,277

資産計 38,050 518,861 22,951 579,863
デリバティブ取引
通貨関連 ― 4,049 ― 4,049

負債計 ― 4,049 ― 4,049

（*）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
2019年７月４日）第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上
記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は
68,577百万円であります。
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
買入金銭債権 ― ― 2,153 2,153
有価証券
満期保有目的の債券 ― ― 14,058 14,058
社債 ― ― 14,058 14,058

貸出金 ― ― 2,162,305 2,162,305
リース債権及びリース投資資産 ― ― 14,964 14,964
資産計 ― ― 2,193,482 2,193,482
預金 ― 2,787,659 ― 2,787,659
譲渡性預金 ― 8,711 ― 8,711
借用金 ― 147,352 6,802 154,154
デリバティブ取引
金利関連 ― 277 ― 277

負債計 ― 2,944,000 6,802 2,950,803

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル３に分類しており
ます。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレ

ベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時

価に分類しております。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれま
す。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの

評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプット
を最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、信用
スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察で
きないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、元利金の合計額を信用リスク相当分を調整した利率で割り引い

て時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キ
ャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見
積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上
額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としており
ます。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を

設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額
と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時

価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。
リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、一定の期間ごとに分類し、その将来キ

ャッシュ・フローを新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を
算定しております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合
はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額

を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将
来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割
引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のもの
は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
当該時価はレベル２の時価に分類しております。
借用金
借用金については、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引

いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該
時価は、評価日時点で想定される市場等での再借入利率で割り引いていることから、
レベル２の時価に分類しております。そうでない場合はレベル３の時価に分類してお
ります。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できる

ものはレベル１の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含
まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在

しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショー
ルズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で
用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。ま
た、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っており
ます。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベ
ル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引
等が含まれます。
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（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情
報

（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2022年３月31日）

区分 評価技法
重要な観察
できない
インプット

インプットの
範囲

インプットの
加重平均

有価証券
その他有価証券

社債 割引現在価値 信用リスク
スプレッド 0.0％―3.6％ 0.3％

（2）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2022年３月31日）
（単位：百万円）

区分 期首残高

当期の損益又は
その他の包括利益 購入、

売却、及び
決済の純額

レベル３の
時価への振替

レベル３の
時価からの
振替

期末残高

当期の損益に計上
した額のうち連結
貸借対照表日にお
いて保有する金融
資産及び金融負債
の評価損益

損益に計上
その他の
包括利益
に計上

有価証券

その他有価証券

社債 18,094 ― △121 4,978 ― ― 22,951 ―

（3）時価の評価プロセスの説明
当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めて

おり、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、独立
した評価部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並
びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期リスク管理部
門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映で

きる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場
合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時
価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
信用リスクスプレッド
信用リスクスプレッドは、スワップレートなどの基準市場金利に対する調整率であ

り、信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対するリス
ク・プレミアムとしての上乗せ利率になります。一般に、信用リスクスプレッドの著
しい上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。
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（有価証券関係）
1．売買目的有価証券（2022年３月31日現在）
該当ありません。

2．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在）

種 類
連結貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

社 債 2,675 2,683 8
そ の 他 10,000 10,468 468
小 計 12,675 13,152 477

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

社 債 915 905 △9
そ の 他 ― ― ―
小 計 915 905 △9

合 計 13,590 14,058 468
3．その他有価証券（2022年３月31日現在）

種 類
連結貸借対
照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株 式 17,637 8,355 9,282
債 券 173,713 170,276 3,436
国 債 5,388 5,357 30
地 方 債 107,048 104,670 2,377
短期社債 ― ― ―
社 債 61,276 60,248 1,028
その他 67,584 63,042 4,542
小 計 258,934 241,674 17,260

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

株 式 5,345 6,834 △1,488
債 券 269,718 273,132 △3,413
国 債 9,679 9,956 △276
地 方 債 154,633 157,087 △2,454
短期社債 9,999 9,999 ―
社 債 95,405 96,088 △682
その他 113,163 119,457 △6,294
小 計 388,228 399,424 △11,195

合 計 647,163 641,098 6,065
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4．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021年４月１日 至 2022
年３月31日）
該当ありません。

5．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年
３月31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株 式 482 75 33
債 券 30,711 335 152
国 債 19,167 21 152
地 方 債 11,543 314 ―

そ の 他 70,711 1,762 1,804
合 計 101,904 2,173 1,990

6．保有目的を変更した有価証券
該当ありません。

7．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）

のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原
価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結
貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以
下、「減損処理」という。）しております。
当連結会計年度における減損処理額は、40百万円（全て株式）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりでありま

す。
（1）期末日の時価が取得原価の50％以上下落した銘柄
（2）期末日の時価が取得原価の30％以上50％未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのい

ずれかに該当する銘柄
ア 時価が過去２年間にわたり、常に簿価の70％以下である場合
イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
ウ 株式の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想され
る場合
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（金銭の信託関係）
1．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額
（百万円）

運用目的の金銭の信託 862 ―
2．満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）
該当ありません。

3．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在）
該当ありません。

（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）
報告セグメント

その他 合計
銀行業 リース業 信用保証業 計

役務取引等収益等
預金・貸出業務 1,549 ― ― 1,549 ― 1,549
為替業務 2,166 ― ― 2,166 ― 2,166
その他 4,064 ― 285 4,350 29 4,379

顧客との契約から生じる経常収益 7,779 ― 285 8,065 29 8,095
上記以外の経常収益 27,661 7,682 1 35,345 420 35,766
外部顧客に対する経常収益 35,441 7,682 287 43,411 450 43,861
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、

情報処理業務、事務代行業務等を含んでおります。
２．「リース業」の「上記以外の経常収益」は、リース取引に関する会計基準
に基づくものであります。

（１株当たり情報）
1．１株当たりの純資産額 6,887円64銭
2．１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 242円97銭
3．潜在株式調整後１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 240円93銭
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（ストック・オプション等関係）
1．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名
営業経費 44百万円

2．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（1）ストック・オプションの内容

2012年ストック・オプション 2013年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役８名 当行の取締役９名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式21,130株 普通株式23,710株

付与日 2012年７月31日 2013年７月30日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 2012年８月１日から
2042年７月31日まで

2013年７月31日から
2043年７月30日まで

2014年ストック・オプション 2015年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役11名 当行の取締役11名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式24,110株 普通株式17,530株

付与日 2014年７月31日 2015年７月30日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 2014年８月１日から
2044年７月31日まで

2015年７月31日から
2045年７月30日まで

2016年ストック・オプション 2017年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役11名 当行の取締役11名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式24,700株 普通株式18,950株

付与日 2016年７月27日 2017年７月26日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 2016年７月28日から
2046年７月27日まで

2017年７月27日から
2047年７月26日まで
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2018年ストック・オプション 2019年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役10名 当行の取締役10名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式20,280株 普通株式32,240株

付与日 2018年７月27日 2019年７月24日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 2018年７月28日から
2048年７月27日まで

2019年７月25日から
2049年７月24日まで

2020年ストック・オプション 2021年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当行の取締役９名 当行の取締役９名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式39,950株 普通株式33,790株

付与日 2020年７月30日 2021年７月30日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない

権利行使期間 2020年７月31日から
2050年７月30日まで

2021年７月31日から
2051年７月30日まで
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（2022年３月期）において存在したストック・オプションを対

象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しておりま
す。
① ストック・オプションの数

2012年
ストック・
オプション

2013年
ストック・
オプション

2014年
ストック・
オプション

2015年
ストック・
オプション

2016年
ストック・
オプション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ― ― ― ― ―

付与 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ―

未確定残 ― ― ― ― ―

権利確定後(株)

前連結会計年度末 6,580 6,550 5,670 4,290 9,120

権利確定 ― ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

未行使残 6,580 6,550 5,670 4,290 9,120

2017年
ストック・
オプション

2018年
ストック・
オプション

2019年
ストック・
オプション

2020年
ストック・
オプション

2021年
ストック・
オプション

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ― ― ― ― ―

付与 ― ― ― ― 33,790

失効 ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― 33,790

未確定残 ― ― ― ― ―

権利確定後(株)

前連結会計年度末 9,090 13,760 24,240 39,950 ―

権利確定 ― ― ― ― 33,790

権利行使 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

未行使残 9,090 13,760 24,240 39,950 33,790
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② 単価情報
2012年
ストック・
オプション

2013年
ストック・
オプション

2014年
ストック・
オプション

2015年
ストック・
オプション

2016年
ストック・
オプション

権 利 行 使 価 格 １円 １円 １円 １円 １円

行使時平均株価 1,188円 1,188円 1,188円 1,188円 1,188円
付与日における
公正な評価単価 1,740円 1,900円 2,230円 2,810円 2,390円

2017年
ストック・
オプション

2018年
ストック・
オプション

2019年
ストック・
オプション

2020年
ストック・
オプション

2021年
ストック・
オプション

権 利 行 使 価 格 １円 １円 １円 １円 １円

行使時平均株価 1,188円 1,188円 1,188円 ― ―
付与日における
公正な評価単価 2,500円 2,450円 1,483円 1,089円 1,322円

3．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2021年ストック・オプションについての公正

な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
（1）使用した評価技法 配当修正型ブラック・ショールズ式
（2）主な基礎数値及び見積方法

2021年ストック・オプション
株価変動性 （注１） 24.7％
予想残存期間 （注２） 0.7年
予想配当 （注３） １株当たり 70円
無リスク利子率 （注４） △0.13％
（注）１．2020年11月９日の週から2021年７月26日の週までの株価の実績に基

づき、週次で算出しております。
２．就任から退任までの平均的な期間、就任から発行日までの期間などから
割り出した発行日時点での取締役の予想在任期間の平均によって見積りし
ております。
３．2021年３月期の配当実績。
４．予想残存期間に対応する分離元本国債のスポットレート（日本証券業協
会発表）を線形補間。

4．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ

反映させる方法を採用しております。
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（重要な後発事象）
当行は、2022年４月１日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ

移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指
針第１号 2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上
の取扱い」（実務対応報告第２号 2007年２月７日）を適用し、確定拠出年金制度への移
行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行います。これによる影響額は、翌連結
会計年度において、特別利益として計上する予定ですが、金額については現在算定中であ
ります。
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